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本研究では現代日本の集合分譲主宅における主体形成の過程を社会学的に分析した。前半では,集合分譲住宅の管理をめぐる法制度にかんす

る議論の分析とハウジング研究における理論的展開を踏まえ,住宅に関わる主体の変化可能性や複数性に配慮する視点を提起した。それを受け

後半では,あ る集合分譲住宅における社会学者と居住者双方の反省的な討議の過程を記述した そこでは,かつて管理の客体にすぎないと見な

されていた居住者＝所有者が組識的に主体化してきた実態を確認したうえで,そ の主体化の過程をコミュニティ形成ではなくインフォーマルな

関係を組み込んだ官僚制化として理解できる可能性を居住者自身とも共有した。
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In this sociological research, we explore the process of subjectification in the Japanese condominium. Firstly, we point out two ideal types of subject-image, 
`consumer' and ̀citizen'

, in legislative discourse on condominium management Secondly, we refer to literature on housing regimes and propose a sociological 
framework on plurality and plasticity of housing provision. Thirdly, we describe the process of reflexive discussions between sociologists and owner-occupiers of 
a large scale condominium complex named "White Hill" in the suburb of Tokyo. Consequently, we can share the understanding (we call "demystification" 

process) that their organizational subjectification can be seen as bureaucratization in Japanese corporatism.

　本研究は現代 日本の集合分譲住宅に材を取 り,居 住者

・所有者が 「住む主体 」として主体形成する過程を分析

する。現代 日本の集合分譲住宅をめぐっては,管 理組合

におけるコミュニティ形成の可否が制度創設当初から論

点となってきた。そこでまず,管 理組合をめぐる法制度

上の議論を整理 し,そ こでは住宅管理の主体か客体かと

い う二元論が想定されていることを明らかにする(1.)。

次にハ ウジング ・レジーム論 を参照す ることにより,現

代 日本の集合分譲住宅では択一的ではな く混合的な主体

像を展望すべきであることを確認す る(2.)。 さらに東京

のある集合分譲住宅を例にとり,そ こでの主体形成の過

程が現代 日本の歴史的な文脈 に沿 うことを居住者 ・所有

者 とともに再確認 した うえで,そ こでの管理をめぐる問

題 に対 し主体形成論の観点から展望する(3.)。

1.　 マ ン シ ョン標 準 管 理 規 約 に お け る 「コ ミュ ニ テ ィ 」

1.1　 マ ン シ ョン とは 何 か?一 定 義 と分 類 の 揺 れ

　国土交通省によるマンション戸数の推定では,マ ンシ

ョンを 「中高層 ・分譲 ・共同建で,鉄 筋 コンクリー ト,

鉄骨鉄筋コンクリー ト又は鉄骨造の住宅 」と定義する。

これは,マ ンシ ョン管理適正化法の定義 「2以 上の区分

所有者が存在する建物で人の居住の用に供する専有部分

のあるもの並びにその敷地及び附属施設 」より狭いが,

それでもかな り異質な建物が包含 される。

　国土交通省が有識者会議 「マンシ ョンの新たな管理方

式に関する検討会 」で作成 した資料(2012年1月)は,

〈用途形態〉 としてファミリー向け,複 合用途型(ゲ タ

履き),高 齢者 向け(バ リアフリー仕様),ワ ンルーム

型,リ ゾー ト型 」を,　 〈購入形態〉 として投資用,自 家

消費用(居 住用)を 区別する文1)。一方で所有について

は,区 分所有法(以 下,法)が 定める 「建物の区分所有

」の一種であ り「構造上区分 された数個の部分で独立 し

て住居,店 舗,事 務所又は倉庫その他建物 としての用途

に供することができるものがある」建物すべてが対象 と

なる。さらに,日 常語彙では中層以上の鉄筋コンク リー
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ト等の賃貸住宅が含まれる。

つまり 「マンシ ョン」とい う語には,独 立して使用で

きる複数の居住用ユニ ットを収容す る堅牢な建造物 とい

う物理的な特徴に関する特徴 と,居 住用の建物の区分所

有という所有関係上の特徴が混在 している。厳密な定義

を設けようとすれば,必 然的にこぼれ落ちる部分が生じ

る。それが大きくなればなるほど,各 自が想定する 「マ

ンション 」のずれ もまた大きくなる。 日常生活 に密着 し,

かつ,長 期にわた り存続す るなかで,所 有 と使用の自由

度が広が りやすい住宅 とい う財の性質上,必 然的に生じ

る 「ずれ 」を意識 した反省的議論が求められ る。

1.2コ ミュニティ形成を通 じた問題解決

法第3条 は 「区分所有者は,全 員で,建 物並びにその

敷地及び附属施設の管理を行 うための団体を構成 」す る

と定めている。その団体は一般に 「管理組合 」と呼ばれ

る。その詳細は各団体が,区 分所有者および議決権の4

分の3の 多数による決議で 「規約 」を設け規定する。当

時の建設省 は,管 理組合が規約を制定 ・改訂する際の参

考とするため,1982年 に 「標準管理規約 」を作成,公 表

した(83,97,2004,11年 に改訂)。 法が1950年 代から

拡大 しつつあった法的課題に対処す るために制定された

のと同じく,実 態の変化 と制度の確立との時間差に注目

したい。 このことは住宅に関わる問題 を適切に把握す る

には一定の時間幅を見渡す必要があることを示唆する。

国 「マンション総合調査 」によれば,回 答 した管理組

合のほとんどが規約 を有 してお り,そ の多 くが標準管理

規約に準拠 している。そ して,定 期的に 「総会 」(意 思

決定機関)を 開催 し,組 合員か ら 「理事 」を選任 し,理

事による互選などで選ばれた 「理事長 」を執行機 関(法

上の 「管理者 」)と している。理事長は,共 用部分の管

理事務を管理規約 と総会決議 にもとついて執行する。多

くの例で業務を委託される管理会社は補助的な役割を担

うにすぎない。共用部分の維持管理をは じめ,総 会や理

事会の開催 ・運営,管 理規約の改訂,滞 納管理費の回収,

長期修繕計画の作成 ・見直し,大 規模修繕工事 ・改修工

事の実施などは,管 理組合の責任で行われる。

「マンシ ョン管理標準指針 」(2005年12月)は,管 理

組合が達成すべき事項について 「標準的な対応 」と 「望

ま しい対応 」を示 し,前 者については全ての項 目をみた

すことを要請 している文2)。管理組合の運営に関わる標

準的な対応のなかに,「 コミュニティ形成活動 」とい う

項 目がある。具体的には 「催事等のコミュニティ形成活

動の年間計画を作成 し,こ れに基づき実施 している 」こ

とである。指針は,こ れを必須項 目とした理 由として,

過半数の管理組合がこの種の活動を実際に行っているこ

と,そ して,「 標準管理規約でも,平 成16年 の改正で,

コミュニティ形成活動を新たに管理組合の業務 として位

置付けた 」(p.55)こ とを挙げている。

コミュニティ形成活動と管理組合の関係については標

準管理規約の制定当初から議論が重ね られてきた。国監

修解説書の記述の変遷をた どると,有 識者および産業側

・管理組合側の当事者による標準管理規約の制定に向け

た議論のなかで,当 初は管理組合の業務から除外 されて

いたコミュニティ形成が,周 辺地域 との連携 ・協力の必

要 とい う根拠から正当化され,や がて地域 コミュニティ

への配慮 とは独立に 「居住者間のコミュニティ形成 」と

い う明確な目標が設定されてゆく様子が うかがえる。

表1-1標 準 管 理 規 約 解 説 書 の 記 載 の 変 遷

発行年
規約の該

当箇所
抜粋

1982

文3)

31条(業

務)解 説

「コ ミ ュニ テ ィ ー の形 成 等 の 活 動 は

,自 治 会 と管 理 組 合 が 併 存 して い る

場 合 に は,自 治 会 で 行 な うの が 妥 当

で あ ろ う。 」(P.61)

1987

文4)

6条

(管 理 組

合)解 説

「しか し,マ ン シ ョン に お い て も,

区分 所 有 者 間 の利 害 調 整 を 円滑 な も

の と し,充 実 した 維 持 ・管 理 を行 っ

て い くた め に は,地 域 と 連 け い した

コ ミュ ニ テ ィ の 育 成 を 図 る こ とが 重

要 で あ る 」(P.44)

27条

(組 合 費)

解 説

「な お,組 合 費(又 は 管 理 費)か ら

地 元 町 内 会 の 町 内 会 費 を 支 出 して い

る例 が み られ る が,こ れ は 次 の理 由

か ら適 当 と は い え な い で あ ろ う。

た だ,区 分 所 有 者,あ る い は 管

理 組 合 に と っ て も,地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィ の 育 成 に 協 力 して い く こ と は 大 事

な こ とで あ る か ら(特 に,マ ン シ ョ

ン は 地 域 か ら隔 絶 しや す い の で,こ

の こ とは 一 層 重 要 で あ る 。),管 理

組 合 が,町 内会 に 代 行 して,組 合 員

や 賃 借 人 か ら町 内 会 費 を 集 金 す る こ

と ま で 否 定 す る 必 要 は な か ろ う 」

(PP.114-115)

1999 1987年 版 と 同 内 容

2005

文5)

27条

(管 理 費)

条 文

「管 理 費 は,次 の 各 号 に 掲 げ る通 常

の管 理 に 要 す る 経 費 に 充 当 す る。...

十 地 域 コ ミュ ニ テ ィ に も配 慮 した

居 住 者 間 の コ ミ ュニ テ ィ 形 成 に要 す

る費 用 」(P.119)

27条

(管 理 費)

コ メ ン ト

「管 理 費 か らの 支 出 が認 め られ る の

は,管 理 組 合 が 居 住 者 間 の コ ミュ ニ

テ ィ形 成 の た め に 実 施 す る催 事 の 開

催 費 用 等 居 住 者 間 の コ ミ ュニ テ ィ形

成 や,管 理 組 合 役 員 が 町 内 会 に 出 席

す る 際 に 支 出す る経 費 等 の 地 域 コ ミ

ュ ニ テ ィに も配 慮 した 管 理 組 合 活 動

で あ る 。 」(P.120)

27条

(管 理 費)

解 説

「円 滑 な マ ン シ ョ ン管 理 を 実 施 す る

た め に は,居 住 者 間 の コ ミ ュ ニ テ ィ

は も と よ り地 域 との コ ミ ュニ テ ィが

不 可欠 で あ る。 こ の こ とは,大 規 模

修 繕 の 実 施 等 に 伴 う居 住 者 間 の合 意

形 成 が 求 め られ る過 程 に お い て,認

識 され る と こ ろ で あ る。 本 号 は

,こ うい っ た視 点 に 立脚 して あ らた



に 規 定 され た も の で あ り,こ の よ う

な コ ミュ ニ テ ィ の醸 成 に必 要 な 経 費

を 管 理 費 の 一 部 と して 支 弁 で き る こ

と と し た も の で あ る 。 」(p.121)

32条 「管 理 組 合 は,次 の 各 号 に 掲 げ る業

(業 務) 務 を 行 う 。...

条文 十 五 地 域 コ ミュ ニ テ ィ に も配 慮 し

た 居 住 者 間 の コ ミュ ニ テ ィ形 成 」

32条 「第 十 五 号 は,平 成16年1月 の 改 正

(業 務) で 新 た に 追 加 され た も の で あ る。 居

解説 住 者 間 の コ ミ ュ ニ テ ィ形 成 は,日 常

管 理 の 円 滑 化 に寄 与 す る こ とは も と

より大規模修繕等を実施する際の合

意 形 成 に 資 す る も の で あ り,マ ン シ

ヨ ン を適 切 に 管 理 す るた め に 必 要 な

業 務 で あ る 。 大 規 模 修 繕 工 事 に

関 して も,そ れ を 実 施 す る 際 に は,

組 合 内 の 合 意 形 成 も必 要 で あ る こ と

は も ち ろ ん,近 隣 との 関 係 も必 要 で

あ る こ と は 論 を ま た な い 。 」(p.140)

1.3転 換一自治モデルの限界?

前述の 「マンシ ョンの新たな管理方式に関す る検討会」

の資料は,マ ンシ ョンの管理不全は1財 政面の悪化→11

居住環境面の悪化→皿資産価値の下落とい うプロセスで

生 じるとしている 文1)。築年数が経過 した物件の多 くで,

潜在的には管理が困難にな りつつあるとい う。それには,

担い手の不足 と対処すべき問題の複雑化の両面がある。

高齢化や賃貸化により,役 員への就任 を忌避する組合員

が増えると,特 定の,し かも高齢の組合員に負担が集中

する。 このことが管理の形骸化につなが りやすい。必要

な改修が先送 りされると,住 宅 としての価値が下落 し空

き室が増加する。 さらに,長 期修繕計画や改修計画の策

定 ・発注には専門知識が必要となる。また,多 額の現金

を扱 うため トラブルも発生 しやすい。所有者(管 理組合

員)の 高齢化 ・不在化 と,建 物 ・設備の老朽化 ・陳腐化

が同時に進むなかで,肝 心なときに担い手がいなくなる。

こうしてマンション管理は一種の悪循環に陥る。同検討

会は,マ ンションの管理不全の増大 ・深刻化を見越 し,

これに 「管理ルールの転換 」によって対処 しようとす る。

現行法や標準管理規約は,組 合員の自主的 ・互助的な

参加を前提とした,自 治的な組織モデルを想定している。

しか し,そ うした態勢は管理不全に至ったマ ンションを

再生 させ るには不十分で,外 部の専門家(第 三者)の 関

与が欠かせない とい うのが,検 討会の委員(特 に経済学

者,法 律家)の 共通見解のようである。その背後には,

区分所有者が 自分の時間や労力を費や してまで管理組合

の運営に主体的に関与するはずがなく,一 部役員による

私物化や反社会的勢力の侵入が生 じるとの想定がある。

表1-2管 理 方 式 を め ぐる 議 論 文6)

発言者 発言の抜粋

A専 門委員

管理組合の

「私 は 自分 の 持 ち物 は 原 則 自分 で 管 理 して

い く こ と が基 本 だ と思 っ て い ま す の で,マ

代表

B専 門委 員

マ ン シ ョ ン

開 発 業 者

C委 員

経済学者

ン シ ョン 管 理,結 構 面 倒 く さい です け れ ど

も,で き る と こ ろ は 自分 た ち で や る とい う

こ と で 申 し上 げ て い ま す 。_住 民 自 治 とか

い ろ い ろ な 言 葉 が あ る よ うで す けれ ど も,

そ れ が 基 本 だ と い うふ うに 考 え ます 。 」

(P.38)

「今,資 産 の 維 持 に つ い て 管 理 が非 常 に 大

事 で あ る とい う認 識 が 強 う ご ざい ま す の で

,積 極 的 に 管 理 組 合 の 役 員 さん に 立候 補 さ

れ る方 も非 常 に 多 うご ざ い ま す 。 一 方,管

理 コ ス トに 関 して は 非 常 に 厳 しい 目 を お 持

ち で ご ざい ま して,比 較 検 討 物 件 で この 管

理 費 が 高 い と か安 い とか い う よ うな ご質 問

は か な り受 け て お りま す 。_お そ ら く新 築

で 管 理 不 全 に陥 る リス ク の な い 状 況 で あ れ

ば,こ の 外 部 の 専 門 家 とい う方 は 管 理 組 合

さん の ほ うで ご遠 慮 い た だ く よ うな 動 きが

あ る の か な と い う こ とで,実 態 上,機 能 す

るか ど うか と い う こ と につ い て,非 常 に私

は 疑 問 を 持 っ て お りま す 。 」(p.40)

「そ も そ も,自 分 た ち で や れ ば コ ス トが 発

生 しな い と い う考 え 方 が お か しい の で す ね

。 区分 所 有 者 自身 が 時 間 を か け て 管 理 の た

め の勉 強 を し て,そ の た め に い ろ い ろ な 人

の 話 を 聞 い て と い うよ うな こ と に も 時 間 と

い うコ ス トが か か っ て い る の で す 。_区 分

所 有 者 が 直 接 や る の で あ っ て も正 当 な 対 価

を払 うべ き で あ る し,中 の 人 た ち が や りた

く な い,ま た は で き な い の で あれ ば,そ れ

を外 の 人 に 同 じお 金 で や っ て も ら う こ と に

な る の で す 。 逆 に 言 え ば,外 の プ ロ に 任 せ

た と き に 発 生 す る 金 額 と同 じだ け の 金 額 を

中 の人 に も払 うべ き な の で す 。 こ の よ うに

,コ ス トが 発 生 しな い とい うの は,今 た ま

た ま そ うい う形 で や っ て き た と こ ろ が 多 い

とい うこ と に過 ぎ な い と私 は 理 解 して い ま

す 。 」(P.41)

検討会は第9回(2012年8月)で 中断している。①管

理組合のコミュニティ形成に関する規定の削除,② 価値

割合に応 じた議決権の導入,③ 第三者管理の拡大(外 部

の専門家を理事長や理事に就任 しやす くす る)の3点 に

ついて妥協点が見いだせなかったようである。

2.社 会学的分析のための概念枠組み

マンション管理に関わる制度は,管 理組合の運営につ

いて,「 自治モデル 」とい うべき方式を標準型 として承

認す るに至った。 「コミュニティ条項 」の明文化はその

ことの一つの証左である。 しかし,そ れ と踵を接するか

のように開始 された管理方式の再検討においては,自 治

モデルの行き詰まりとい う現状認識および将来予測のも

と,「 市場モデル 」とい うべき新たな形式の導入が試み

られた。もっとも,検 討会の中断にみ られ るように,こ

の転換に対す る同意の調達は必ず しも容易でない。その

大きな要因は,そ れぞれのモデル とその支持者が,マ ン

ションの所有者 ・居住者 について異なった像を想定 して

いる点にある。 自治モデルの前提には共有された価値の



保全のために自発的に労力を拠出す る 「市民 」が,市 場

モデルの前提には個別化 された合理性 を基準に行動す る

「消費者 」が,そ れぞれ置かれている。

マンション管理をめぐる論争は,日 本の2010年 代 とい

う特定の状況に限定されない,住 宅を考える うえでの根

源的な問題 を含んでいる。ただ しその表現は徴候的にと

どまり,論 点はすれ違ったままである。議論の文脈を再

構成する うえで,社 会科学の立場からのハ ウジング研究

の蓄積は一つの手がか りとなる。ここではとくに,住 宅

の供給源の多様性 と,そ の混合のあ り方に焦点を合わせ

るハ ウジング ・レジーム(住 宅供給体制)論 に着 目す る。

2.1居 住空間の供給源

「福祉 ミックス 」の概念を提唱 したR・ ローズは,福

祉が市場/政 府/家 族により供給 されると指摘 した文7)。

それは,も っぱら政府による供給に関心を限定してきた

従来の福祉研究に対する鋭い批判であった。住宅 とい う

領域では,教 育や医療 と異なって政府の役割は小さく間

接的で,民 間市場や家族の役割が極めて重要である。

J・ ケメニーはローズのアイデアを補完 し,よ り住宅

に適合的な枠組みを提起 した。すなわち,居 住 に関わる

福祉の供給源には,政 府/市 場/雇 用主/ボ ランタリー

・セクター/イ ンフォーマル ・セクターの5つ があり,

世帯/住 宅/地 域 とい う水準ごとに供給源の混合のされ

方が異なる文8)。本研究にとって特に重要なのは,地 域

とい う水準における,ボ ランタリー ・セクターとインフ

ォーマル ・セクターである注1)。

住宅供給者 としてのボランタリー ・セクターに対す る

着 目は,ケ メニー自身によって,ア ングロサクソン諸国

の 「二元的賃貸システム 」と,ド イツ,ス ウェーデン,

オランダなどにみられる 「統合的賃貸市場 」を峻別す る

賃貸住宅論に展開した 文9)。二元的賃貸システムでは民

間 ・営利 と公共 ・非営利 とい う,か な り異質な運営原理

が併存 している。公営住宅などの公共非営利の賃貸住宅

は入居条件が厳格に定められ,対 象は貧困層など特定の

社会層に限定され る。公共非営利供給者は民間営利供給

者 と競合 しないよ う一般の住宅市場から分離 されている。

また,賃 貸住宅 自体が少数で持ち家が優勢 とな りやすい。

これに対 し統合的賃貸市場では,協 同組合のようにボラ

ンタリー ・セクター(民 間非営利供給者)が 大きな位置

を占め,政 府の補助や長期低利融資を受けつつ,公 共非

営利や民間営利の供給者 と同じ住宅市場に参入する。民

間非営利供給者によって良質で廉価な賃貸住宅が供給 さ

れるため持ち家の割合は相対的に低 くなる。

インフォーマル ・セクターは,狭 義の家族だけでなく

親族,近 隣,友 人 といった関係 を含む。これについては

R・ パールの 「自力供給 」(self-provisioning)に かんす

る研究が示唆的である文10)。彼は衰退 しつつある工業地

帯の調査の過程で,少 なか らぬ人々が 自らの住宅の改修

に労力を費や していることに気づく。彼はDIYの 広が り

を,脱 工業化にともな う企業(雇 用主)・ 政府の弱体化

と地域 ・家庭への回帰とい う長期的趨勢の表われ と捉え

た。DIYは 単なる趣味ではない。住宅は余剰労働力の貯

蔵所の役割をもち,失 業や収入減 に対す る保険 として働

く。 このことは,住 宅とその維持 ・更新に関わるインフ

ォーマルな労働 を介 した格差拡大プロセスの存在をも示

唆 している。すなわち,転 売価値の高い住宅を所有 し,

動員できる労働力が豊富な世帯はより豊かになるが,そ

の逆の世帯はより貧 しくな りやすい。

以上の考察を踏まえ居住空間の供給源を整理 したのが

図2-1で ある。 これ らの供給者がどのよ うに混合 してい

るかによって,異 なったハウジング ・レジームが形成 さ

れる。また,混 合のあ り方は時期 によって変化す る。

政府 市場
【公共 ・非 営利 】 【民 間 ・営利 】

ボ ランタ リー

1

インフォーマル

セクター セクター
「昆 閻 ・　 堂 剰1 「白 ナ1イ世絵1

図2-1居 住 空 間 の 供 給 源

2.2コ ーポラテイズムの退潮 と市場の優越

サブプライム危機後,改 めてハウジング ・レジームの

多様性について関心が高まった。例えば,H・ シュウォ

ーツとL・ シーブル ックは,GDPに 占める住宅債務割合

と持ち家率 とい う指標を組み合わせることで,OECD加 盟

国および周辺諸国に 「居住資本主義 」の4類 型一 コーポ

ラティズム的市場/自 由主義的市場/中 央集権的開発主

義/家 族内供給を見出した 文11)。こうした差異をもた ら

すのは,そ れぞれの社会における住宅についての 「意味

づけ 」である。ハ ウジングを購買力に応 じて配分 される

「商品 」と見なすか,居 住を保障する 「社会権 」と見な

すかは,特 に重要な分岐点である。

表2-1ハ ウ ジ ン グ ・ レ ジ ー ム の 多 様 性

賃貸住宅論 居住資本主義論 該当する国
二 元 的 賃 貸

シ ス テ ム
自由主義的市場 英 国,米 国,豪

統合的賃貸
市場

コー ポ ラ テ ィ ズ

ム 的 市 場
デ ン マ ー ク,蘭,独

中央集権的開発
主義

ス ウ ェ ー デ ン,仏,

日(?)

家族内供給 伊,ス ペ イ ン,露

シ ュ ウ ォ ー ツ ら の類 型 の うち,「 自由 主 義 的 市 場 」は

ケ メ ニ ー の い う 「二 元 的 賃 貸 シ ス テ ム 」と ほ ぼ重 な る。



ここでは住宅の 「商品 」としての性質が重視 される。住

宅市場が完備され,不 動産の証券化に見 られ るようにグ

ローバルな金融市場と密接に結びついている。購入時の

ローンの利用だけでな く,現 に居住する住宅の実質価値

(エ クイティ)を 現金 として引き出すことも容易である。

「コーポラティズム的市場 」および 「中央集権的開発

主義 」はともに 「社会権 」を重視す るが,前 者 は金融市

場に開放的で後者は閉鎖的である。 この2類 型 は民間非

営利供給者(ボ ランタリー ・セクター)の 層の厚さを特

徴とする 「統合的賃貸市場 」をもつ諸国の分化 を示唆す

る。例えば,デ ンマークでは協同組合型集合住宅の売買

価格が市場で決定されるよ うになり,オ ランダでは社会

住宅を運営する非営利組織ハウジング ・アソシエーシ ョ

ンが弱体化する反面,住 宅 ローン控除により持 ち家率が

急上昇 した。両国では空前の不動産ブームが起きた文12)。

他方 「家族内供給 」ではインフォーマル ・セクターの

力が強い。住宅市場が未発達で社会権としても確立 され

ていない。例えば,イ タリアでは持ち家が大多数を占め

るが住宅ローン債務の水準は低い。手持ち現金 を利用 し

た増改築や親族での同居が,居 住空間確保の重要な手段

となるからである。多 くの不動産は住宅市場に出回らず

転売も困難である。 「取引費用が高いため住宅か ら引き

出せるエクイティはごくわずかである」(p.183)文12)。

住宅の商品化 と金融のグローバル化が進み,自 由主義

的市場に収敏する動きが強まっている。 とはいえ,依 然

として地域差がある。それは,居 住空間の供給源の混合

が社会によって異な り,そ れらを前提として形成された

制度や慣習が,住 宅とい う財の性質 と相まって,変 化に

対するフィルターとして働 くためである。

なお 日本は,シ ュウォーツらの類型では 「中央集権的

開発主義 」に位置づけられ るものの,持 ち家率も債務割

合もOECD平 均に近い。この点をどう解釈するかは 日本の

ハウジング研究者に開かれた問いである。

2.3混 合経済と してのハウジング

ハ ウジング ・レジームの国際比較や歴史的変化にっい

ての諸研究が提起するのは,「 ハ ウジングの混合経済 」

とい う視点である。住宅は単独の源泉か ら生産されるの

ではなく,異 なった原理で作動する複数のセ クターから

供給 され る。この見方は,個 々の住宅や地域のような現

象に照準を合わせ る際にも適用できる。

ここで留意すべきは,居 住空間の供給が建造物 として

の完成の時点で終わるのではな く,長 期にわたる維持管

理を不可欠の要素として含む点である。そ して,維 持管

理にともな うサービスの供給者が建造物の供給者 と異な

ること,さ らに時間の経過 とともに変化することは珍 し

くない。住宅のライフコースにおいて,「 誕生」の時点

では市場 を通 じ民間営利供給者が提供する商品であった

としても,「 成熟」につれ異なる性質を帯びる。なぜな

ら住宅の維持管理には,ボ ランタ リー ・セクターやイン

フォーマル ・セクターが深 く関与するからである。

これまでの考察を踏まえるならば,マ ンション管理も

また混合経済と捉えることができる。標準型 とされる自

治モデルにおいて,管 理組合は非営利原則で運営 されボ

ランタ リー ・セクターの役割を担 う。そして,民 間営利

事業体 としての管理会社とは市場を介 した契約関係 を結

ぶ。他方で,管 理は集合的な自力供給(DIY)の 要素を

含み,家 族 ・親族 ・近隣 ・仲間といったインフォーマル

な関係 に根 ざすことが求められ る。コミュニティとい う

概念が公認 されたのは,そ の包括性が,こ うした(望 ま

しい)均 衡を表現するのに適切だと考えられたからであ

ろ う。 しかしその反面,包 括性は曖昧 さを持ち込む。複

雑な問題を解決する力量を備えた管理組合の基盤 として

コミュニテ ィに期待が集まる。その一方で,コ ミュニテ

ィ概念が含意するインフォーマルな性質は,経 済合理性

や法的整合性 を重視す る立場からの批判を招く。

元来,供 給源の混合はマンションの立地 ・規模 ・価格

などによっても,所 有者 ・居住者の属性およびその構成

や意識 ・関わ り方によっても異なる。そこで,コ ミュニ

ティの名で語 られる事象を分節化 した うえで,そ れぞれ

のマンションの条件に即 した 「管理の混合経済 」を構想

する必要がある。それは居住空間を誰がどのように供給

するのか とい う高度に公共的な課題で もある。

3.住 む 主 体 形 成 を め ぐ る ア ク シ ョン ・リサ ー チ

「コ ミュ ニ テ ィ の分 節 化 」 と 「管 理 の混 合 経 済 」の 構

想 を 具 体 化 す べ く ケ ー ス ・ス タ デ ィ を行 う。 そ の 際,居

住 者(当 事 者)と 研 究者 が 互 い の 構 想 の 前 提 につ い て 反

省 的 な 討 議 を 重 ね る こ とで 新 た な 構 想 を 共 有 す る 「ア ク

シ ョ ン ・リサ ー チ 」 文13)を行 う。 こ の方 法 論 は,住 宅 に

本 格 的 な 社 会 学 的 ア プ ロー チ が試 み られ た1940-50年 代

の 米 国 で 既 に 意 識 され て い た 文14)文15)。

表3-1討 議 の 経 過

2012年11月16日 役 員 ・専 門 部 員(規 約 ・規 則 担 当)

2013年1月13日 専 門 部 員(規 約 ・規 則 担 当)

2013年7月17日 役 員 ・専 門 部 員(規 約 ・規 則 担 当)

/管 理 協

2013年7月29日 国 交 省 ・中央 区 ヒア リン グ

2013年9月7日 東 京 都 ヒア リ ング

2013年10月6日 日本 社 会 学 会 フォ ー ラ ム 開 催

2014年5月28日 役 員 ・専 門 部 員(規 約 ・規 則 担 当)

2014年6月7日 関東都市学会シンポジウム開催

2014年8月11日

12日

老 人 ク ラ ブ ・民 生 委 員

防 災 ・グ リー ン ・ボ ラ ン テ ィ ア

3.1ホ ワイ ト・ヒル コミュニティ形成という焦点

討議の舞台は東京近郊のホワイ ト・ヒル(仮 称)で あ

る。首都高 と環状線の交差点に近接 し地下鉄駅にほど近



い。陸軍施設から企業研究所 を経た跡地を大手業者が開

発 した1872戸,14棟 か らなる団地である。1972年 に構想

され,76年 に着工,77年 から80年 に入居完了した。

この団地は超高層棟を含む大規模団地ながらコミュニ

ティ形成により管理が良好に見える事例 として広 く知 ら

れている文16)。だが建築学分野に限っても団地の語 り方

は変化 している。2000年 代にはコミュニティを前提 とす

る論稿ばか り見 られるが 文17)18),分譲間もない1980年 代

は逆に,超 高層や大規模 といった環境特性による居住者

の孤立化を検出す る議論に限られる 文19)20)。つま り自治

モデル と市場モデルとが機会主義的に宛がわれ,そ うし

た対照的な捉え方が同一の対象にかん してなぜ可能にな

るのか反省的な討議が共有 されていない。

反省の欠如は社会学にも共通する。戦後 日本の社会学

で集合分譲住宅に本格的にアプローチ した ものに倉沢進

を中心とする共同研究がある文21)22)。そこでは,こ の団

地を対象の1つ にとりあげ,集 合分譲住宅を 「専門処理

の最高度に発達 した生活の場として,都 市的生活の最先

端であり,同 時に集合住宅 とい う物理的性質のゆえに,

生活上の共同の展開する可能性を秘めた場 」文21)と仮説

的に捉えていた。 この仮説の特徴は,集 合分譲住宅にお

ける課題解決を 「専門処理 」と 「共同=相 互扶助 」とい

う2類 型で見る点にある。 この類型の二分法は市場モデ

ル と自治モデルの対(2.)に 照応する。

当初 この仮説では市場モデルから自治モデルへの移行

すなわち 「コミュニティ形成 」に注意が向けられていた。

しか しホワイ ト・ヒルでは 「コミュニティ形成 」は構造

的に困難であると結論づけられていた。なぜなら,市 場

モデルから自治モデルへの移行には居住者を組織化す る

「機関 」一施設や団体が不可欠だが,当 時の集合分譲住

宅やそれを取 り巻 く都市には不足 している。 さらに1980

年代後半からの地価高騰で住宅による階層化が進み居住

者 の分裂が高まった。また 「コミュニティ 」とい う自己

認識は開発事業者の手で 「つくられたコミュニティ 」で

あ り,強 化される市場モデル に拮抗 し自治モデルの形成

を促す 「機関 」としての実質を管理組合は持ちえていな

いと評価 されていた。

このように1980年 代の社会学では,ホ ワイ ト・ヒルで

の 「コミュニティ形成 」の可能性が何重にも否定されて

いた。 これに対 し現在の建築学や制度論の一部では逆の

内容が自明なこととして語 られている。この齪酷はどう

解すべきなのだろ うか。

3.2再 訪 官僚制化されたコミュニティ?

私たちが団地を訪ねたのは2012年11.月 だった。管理組

合役員など5名 と最初の討議 を行った。まず,か つての

社会学の調査研究でコミュニティ形成の可能性が否定さ

れていたことへの所見を尋ねた。役員 らはいずれも調査

当時入居 していたものの倉沢 らの調査を記憶 していなか

った。 「なぜそのような結論が出されたのか理解できな

い 」-70前 後の5人 の紳士たちは異 口同音 に誘 しんだ。

私たちはこの討議の後 も同じ問を投げかけ続けたが,コ

ミュニティがあ り良好な管理の基盤をかたちつ くってい

ることを疑 う人はごく僅かだった。ここに住む当事者の

多 くが 自治モデルを信糠していた。

私たちは続 けて課題解決の具体的過程を教えてほ しい

と尋ねた。そこで手渡 されたのが 「理事会 ・専門部会組

織図 」だった。 この団地では低層棟4棟 をま とめて1棟

と数 えた11棟 ごとに棟委員会が選出 され,さ らに棟委員

会から管理組合理事会が選出されている。 この構成は倉

沢調査の時 と変わ りはない。

しか し,棟 選出の理事数は1人 か ら2人 に増え,担 当

する業務も8か ら20以 上へ と倍増 していた。それ らの業

務は担当一部会長一統括とい う複層的な位階制により分

担 され,そ の下に 「専門部員 」や 「運営協力員 」など在

住所有者有志によるスタッフが張 り付いていた。

彼 らの語 るところ,こ うした組織化は問題解決の過程

と無縁ではなかった。たとえば,施 設運営部会が担当す

る立体駐車場は,1980年 代後半から敷地内の不法駐車問

題 として認知 され,10年 にわた り理事会内で討議が重ね

られて新設 されたものだった。生活環境部会の福祉関連

業務やペ ット管理業務 も同様に,問 題化→理事会による

討議→組織化による対応の結果,生 まれていた。

そのような問題処理の過程を特徴づけるのが表3-2で

ある。これは倉沢報告 と管理組合広報誌 『ホワイ ト・ヒ

ル ・ライフ』そ して 『ホワイ ト・ヒル規約 ・規則集』か

ら作成 した。注意 され るのが規約 ・規則集である。そこ

には規約の最新版 と前の版,お よび国が示す標準管理規

約 との対照表が付 されている。 このような 「過程 」を明

示 した規約 ・規則集が編集されていて初めて,問 題の顕

在化 とそれへの対応の過程を追体験できる。

同時に,規 約 ・規則また指示命令系統が構成 されてい

るだけでなく公開 されている事実は,こ の組織が 「官僚

制 」の性格をもつことを うかがわせる文22)。その意味で,

倉沢調査が問題処理を 「管理組合が とりまとめておこな

う」と 「住民の自主的活動でおこな う」とを区別 してい

たのも肯ける。 「官僚制 」に対 しては構成員の主体性が

損なわれる点が批判 されやすい。だが注意すべきは,構

成員の主体性から見た批判が 「官僚制 」の一面 しか捉え

ていない 文23)のと同様,管 理組合の職務 と住民の自主性

とは必ず しも背反 しない点である。た とえば駐車場建設

で中心的役割 を担った男性は,40代 の当時を振 り返って

こ う言っていた一 「その時はやっぱ り夜中の12時 過 ぎま

で理事会をやって,色 々電話がかかって何やってんだ と

怒 られながら」「会社をさぼってさぼって 」 「も う離婚

するか らね と言われながらね 」。



表3-2ホ ワイ ト・ヒル と法制度に関わ る年表
ホワイト・ヒル 法制度

1962 4/4区 分所有法制定

9/29国 民生活審議会調査部会「コミュニティ:生活の場における人間性の回復」

1969 10/分 譲住宅管理組合協議会(公 団住宅)設立(現 ・日本住宅管理組合協議会、日住

協)
1972 開発計画開始『都立大報告書』
1973 建設省住宅局「民間共同住宅の管理など実態調査」

1976
11/22着 工『だより』

秋着工・販売開始『都立大報告書』

11/建 設省計画局長・住宅局長通達「宅地建物にかかる取引条件の明確化、工事施工

の適正化、建築物の設計及び工事監理の適正化等について」

1977 4/1規 約 施 行 ・入 居 開始(3/29) 3/業 界団体「建設省通達に関する対応措置実施要領」

1978
3/19規 約改正

板橋区立緑小学校開校『都立大報告書』
6/12宮 城県沖地震

1979 5/28中 央掲示板使用規則施行
10/11高 層住宅管理業協会設立(現 ・マンション管理業協会)

総務庁行政監察局「分譲マンションに関する行政監察(駐車場専用使用権)」
入居終了

4/1広 場使用規則施行

7/一 プール オープン『だより』

「ホワイトヒルだより」(現 「ホワイトヒル ・ライフ」)刊行 開始『都立 大報 告書 』(第1号=

1980 7・8月 号) 建設省第1回 分譲マンション全国調査

9/9竣 工『都立大報告書』

10/1ホ ワイト・ヒル 管理 組合 が板 橋 区「限定 自治会 」に『だより』

11/15カ ル チャーセンター完成 『だより』
一/一規約特別委員会設置

3/1集 会室 ・カル チャーセンター使 用規 則施 行

3/1ホ ワイト・ヒル クラブ組 織規 定施 行

5/一 山 桝勝 弥 ・宮本啓 次 ・有賀 一郎 「わが街は緑 の丘 陵:ホ ワイト・ヒル 」『住宅 』

1981
7/一『建築文化』

9/1放 送設備使用規則施行
6/1建 築基準法施行令・耐震基準項施行(新耐震基準)

9/6第1回 東の丘 ヒアリング『だより』

11/8ホ ワイト・ヒル 文化 祭(現 ・ホワイト・ヒル祭)開 催『だより』

12/21規 約検討特別委員会発足『だより』

3/31運 動広場完成、工事終了『だより』

1982

4/1広 報 専 門部会 規則 施行 、「ホワイト・ヒルだより」「ホワイト・ヒル ライフ」に改 称

6/6運 動広場 オープン『ライフ』

8/29区 分所有 法改 正説 明会 『ライフ』

9/15ホ ワイト・ヒル 泉会 結成 『ライフ』

1/28中 高層共同住宅標準管理規約・標準委託契約書答申

5/媒 介契約制度創設・「標準約款」要請・流通機構設立

標準管理規約・標準委託契約書告示

11/14将 来計画委員会設置『ライフ』

駐輪 場 問題一アンケート『ライフ』

4/1自 転車登録新制度・区中台3丁 目集会所開設『ライフ』 5/21区 分所有法全面改正(「管理組合」公認、「管理組合法人」創設 ・「集会」における

1983 7/10ホ ワイト・ヒル 愛犬 の会発 足『ライフ』 多数決原理・区分所有者の違法行為禁止・「団地」創設)

7/24全 棟一斉自転車整理『ライフ』 10/標 準管理規約・標準委託契約書改正

12/31初 代事務所長上田政信氏退職

2/6派 出所開設『ライフ』

1984
10/1ホ ワイト・ヒルまつり運用規定施行

緑小学校父母と教師の会発足『都立大報告書』
一/一束の丘棟委員会修繕計画等専門部会発足『ライフ』

2/1集 会室 ・カル チャーセンター使 用規 則改 正

5/12自 転車駐輪場設置実行委員会設置『ライフ』

1985
6/一東京都立大学調査

騒音問題『ライフ』

8/建 設省告示「中高層分譲共同住宅管理業者登録規程」施行

8/マンション管理センター設立

10/1駐 輪 場着 工『ライフ』

11/24規 約見直し部会発足『ライフ』

4/1規 約改正

4/1一 般駐車場運用規則施行

1986
4/1オ ートバイ置場運用規則施行

4/1自 転車置場運用規則施行

4/全 国マンション管理組 合 団体連 絡会 議(現 ・全 国マンション管 理組合 連合 会(全 管 連)

設立(7団 体、564組 合 、12万 戸→2000/619団 体 、3216組 合 、29万 戸)

4/1敷 地内における自動車等の一時駐車管理規則施行

6/30『高層集合住宅団地における管琿システムと生活構造」(都立大科研報告書)

1987
7/一 橋本 健 二「ライフスタイルととコミュニティ」(都立 大調査 報告)『 ライフ』33

10/一 橋本 健二 「コミュニティとしてのホワイト・ヒル 」(都立 大調査 報告)『 ライフ』34

1/17施 設見直し専門部会発足(他に駐車場問題・施設新設)『ライフ』

1/一橋 本健 二「定 住化 コミュニテ ィへの道:高 齢 化を迎えるホワイト七 ルの将 来」『ライ

1988
フ』35
4/1防 犯録画システム運用規則試行

4/1敷 地内における自動車等の一時駐車管理規則改正

生活騒音問題『ライフ:規約をよむ特集』

日立寮問題『ライフ』

駐車場増設・不法駐車問題『ライフ:規約をよむ特集』
1989 一/-21世 紀のホワイト七ルを考える専門委員会(7部 会 ・プール敷地改造計画部、集

会室 増設 計画 、オートバイ置 場増 設計 画、レンタカー・レンタサイクル 、緑 地見 直し、

設備老朽化対策、パニック)
一/一文 化専 門部会 発足

5/20『大都市の共同生活」

駐車料余 界直し間頴『ライフ」
1990 一/一ホワイト・ヒル 文庫 発足

一/一橋 本健 二「「ホワイト・ヒルのコミュニティ形式 に関 する調 査1に 協 力を1『ライフ」44

10/一 オートバイ置 場増 設『ライフ」

2/一 リサイクル 委員 会発 足『ライフ』

1991 3/15橋 本 健二 「ホワイト・ヒルの今後 のために」『ライフ』46

7/一 バーベキュー広 場利 用規 定制 定

1992

1/一東が丘環境を考える会発足『ライフ』

駐車場増設・料金問題『ライフ』
12/1集 会室増設、集会室・カルチャーセンター使用規則改正

標準管理規約・標準委託契約書改正

日本マンション学会設立

1/一地域福祉を考える会発足『ライフ』

1993 10/2駐 車場建設コンサルティング業務委託契約『ライフ』
一/一サンゼリゼ商店街入れ替え相次ぐ『ライフ』



9/26高 齢者交流会『ライフ』

1994
11/27日 本 緑化 センター『ホワイト・ヒルみ どりの植 栽 管理計 画に関する報 告書』/ホ ワ

イト・ヒル みどりの植 栽シンポジューム『ライフ』

駐車場専門部会報告『ライフ』

1995

駐車場問題『ライフ』

8/5盆 踊りに代わる「真夏の集い」開催『ライフ』

総会発言者に対するいやがらせ『ライフ』
11/11中 庭樹木伐採ボランティア『ライフ』

1/阪 神大震災→東京都等によるマンション台帳作成、管理組合支援施策等の創設

3/24被 災マンション法施行

新宿区マンション管理相談制度創設

1996

1997 3/30規 約改正 2/7標 準管理規約改正(団地型独立)

1998
3/1一 般駐車場運用規則改正

3/1オ ートバイ置場運用規則改正

4/1敷 地内における自動車等の一時駐車管理規則改正

1999
4/11敷 地内における自転車等の通行規則施行

駐車場完成回顧『ライフ:座談会』
10/緑 の都市賞建設大臣賞受賞

3/26役 員等の報酬および活動費の支給規定施行 4/都 道府県・政令市マンション管理に関する相談窓口設置

4/1動 物飼育取扱規則施行 8/東 京都マンション管理アドバイザー制度創設

2000 4/1管 理費等未収金回収取扱規則施行 住宅の品質確保に関する法律施行
12/1一 般駐車場運用細則試行 12/8マ ンション管理適 正化 法公 布(「マンション」定 義 ・マンション管理士 創設 ・管 理業 者

ペット問題『ライフ:特集ペット細則動き出す』 登録制度創設)

2001 防犯問題『ライフ』
1/国 交省マンション管理対策室設置

7/4マ ンション管理適正化法施行

2002

3/31規 約改正

3/31役 員等の報酬および活動費の支給規定改正

7/1集 会室・カルチャーセンター使用規則

7/1広 報専門部会規則改正

10/20オ ートバイ置場運用細貝1」試行

ホワイト・ヒル高齢化実態調査『ライフ』

6/28,7/25総 合規制改革会議ビジネス・生活インフラ整備WG・ 区分所有法改正に係るヒ

アリング・意見交換

9/3法 制審 「建替え条件を5分の4同 意要件のみとする」区分所有法改正決定

12/11マ ンション建替え円滑化法公布・施行

12/11区 分所有法改正(「建替え」創設)

2003

3/30規 約改正

ペット(犬)問題『ライフ』

ライフ編集費問題『ライフ』

ボランティアと報酬問題『ライフ:理事会での議論』

4/9マ ンション標準管理委託契約書発表

6/11マ ンション再生協議会設立
10/一マンション標準管理規約検討委員会

4/1防 犯録画システム運用規則改正

4/1管 理費等未収金回収取扱規則改正

2004

4/1役 員等の報酬および活動費の支給規定改正

4/1専 有部分の修繕等に関する細則施行

4/1届 出印鑑使用細則施行

1/23標 準管理規約改正(名称変更・コミュニティ条項)

4/一国交省マンション総合調査公表

管理費と自治活動費問題『ライフ:理事会での議論』

環八問題『ライフ』
3/27規 約改正

3/27自 転車置場運用規則改正

2005 3/27動 物飼育取扱規則改正 マンション管理標準指針策定

3/27管 理費等未収金回収取扱規則改正

動物飼育問題『ライフ』

2006 防 災 ・耐 震 問題『ライフ』

3/30規 約改正

2007
4/1文 書管理規則 ・文書管理細則施行

8/一日本女子大調査

8/7東 京簡裁管理費請求事件(町 内会費相当分の債権の否定)

9/20東 京高裁管理費の一部債務不存在確認等請求控訴事件

10/1広 報専門部会規則改正
3/25規 制改革推進のための3か年計画(改訂)閣議決定

2008
8/「デフレに耐えた住宅地」『日経ビジネス』

10/社 会資本整備審議会・住宅宅地分科会 ・マンション政策部会事例

10/2マ ンション標準管理委託契約書改訂

11/21内 閣府・法務省 ・国交省分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート

調査公表
マンション管理の新たな枠組みづくりに関する検討会

2/マンション再生協会設立

2009 4/1敷 地内における自動車等の一時駐車管理規則改正
4/10国 交省平成20年 度マンション総合調査公表

9/一法務省・国交省分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート調査の結果

を踏まえて行ったヒアリング結果の公表

日本女子大調杏
1/26分 譲マンションの管理組合から当該マンションに居住していない区分所有者に対する

2010
第2世 代座談会

「住民活動協力金」の請求を認めた最高裁判決

10/22マ ンション標準管理規約の見直しに関する検討会

2011 3.11防 災問題→首都圏高層 超高層マンション連絡会『ライフ』 7/23マ ンション標準管理規約改正

8/23国 交省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会

2012

3/18広 報専門部会規則改正

3/25規 約改正

4/1自 主防災会発足

8/1規 約 ・規則集発行

高齢者対策問題『ライフ』

8/29国 交省・マンションの新たな管理ルールに関する検討会

11/21日 本住宅管理組合協議会「標準管理規約からコミュニティ規定の削除をねらう動

きに強く反対する」

11/28京 滋マンション管理対策協議会「標準管理規約からコミュニティ条項を削除するこ

とに反対する声明」
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大手ゼネコンに勤務 していた彼は,仕 様書から基本設

計まで理事や専門委員 らと協議を重ねなが ら作成 し業者

と渡 り合っていた。 「お互いさまにしろ,良 い人が多す

ぎる」と自嘲気味に語る問題処理の過程は単純に 「管理

組合 」と 「住民の 自主的活動 」とに区分 しえない。

住民の 自主性=自 発性を媒介に して組織的に課題が抽

出 ・選別 され解決 されてゆく一そ う説明する理事長がホ

ワイ ト・ヒルのことを 「わが社は 」と語 るのが印象 に残



った。たしかにこの団地の管理組合は大企業 と同様に組

織化 されていた。また理事長以下の男性たちはみな,規

模 の大きな企業や団体を退職 した人たちばかりであった。

あたかもホワイ ト・ヒル管理組合は,戦 後 日本の企業社

会を生きてきたホワイ トカラーの男性たちから組織化 さ

れた 「日本株式会社 」の模像のように感 じられた。

「日本株式会社 」とは米国の経営学者が高度経済成長

後の日本社会を同定 した概念である文24)。特徴 はまず政

府 と企業の利害の緊密な調整(政 労使協調)に あり,そ

れを達成するよう選挙や教育,経 営などが補完的に構築

されていたとい う。特に終身雇用 ・年功序列賃金制 ・企

業別組合は 「日本的経営 」と称され,企 業組織 内にイン

フォーマルな関係を組み込んだ経営手法 として知 られ る

ようになった。それは企業組織にとどま らず 「日本株式

会社 」を構成する政府や教育機 関といった公共セクター,

労働組合をはじめとするボランタリー ・セクターに影響

を与え,家 族 ・親族 ・近隣といったインフォーマル ・セ

クターを含む補完関係を構築 していった。 「日本株式会

社 」では,諸 セクターが 「成長への協調 」とい う基準の

下に調整 ・包摂 ・排除 され ることになる。

ホワイ ト・ヒル管理組合は本来的にはボランタリー ・

セクターに属する(2.3)。 それが 「日本株式会社 」の形

成と定着の下,官 僚制 とインフォーマルな関係 とが組み

込まれ,他 のセクター と相互浸透す る複合性を帯びてき

たのではないか一 「わが社は 」とい う一言から彼 らの語

り方の特徴が整合的に理解 されるよ うに考えられた。

インフォーマルな関係を組み込んだ官僚制 としてまず

気づかれたのが,先 の男性の言葉にあるように,相 当の

無償労働の提供が互酬 として了解 されていた点である。

管理組合の役員は基本的に2年 任期の輪番制で,次 の番

が来るまでおおむね20年 かかる。比較的,定 住志向が高

いとは言 え20年 とい う期間は互酬に実感を与 えるには長

い。これに対 しホワイ ト・ヒルには,役 員退任後も 「専

門部員 」などとして運営に関わ り続け られる仕組みがあ

る。先の男性も 「専門部員 」であり,部 会の仲間 とは職

場や家族一 「日本株式会社 」の重要な構成要素一 を超え

る互酬関係が実感 されていた。

こうしたインフォーマルな関係を持続 させ る仕組みは

組織の構成員の専門性を高める場合がある。 この効果は

まさに 「日本株式会社 」の経済的達成 を読み解 く鍵 とさ

れていた。ホワイ ト・ヒルで駐車場問題が解決 されたの

も,イ ンフォーマルで持続的な関与が確保 されていたこ

とと無縁ではあるまい。たしかにこの問題処理の核を担

った男性は元来,専 門性を持 っていたように見える。倉

沢調査 もホワイ ト・ヒルにおける階層性一特に女性をは

じめとす る 「素人 」が排除され相互扶助 と言っても 「空

々 しい雰囲気がただよっている」と否定的に評価 してい

る文21)。だが専門性 を持った彼を核に据えてもなお,問

題解決に10年 以上費や されていた。専門業者 と渡 り合い

組織内での合意を図る過程で,彼 のみならず部会また組

合 自体の専門性が高まらなかったとは思えない 文25)。

この印象が拭えなかったのは,目 の前のある専門部員

(以下E氏)が まさに 「素人 」から専門家に転化 した人

物だったからだ。E氏 は出版社の編集者だった。それが

役員に選ばれた際に規約 ・規則集の編纂を思い立った。

はじめはただ規約など知らぬゆえの備忘的な試みだった

がやがて没入 し,法 制度を研究しは じめた。いつ しか組

織の生き字引として一目置かれ,私 たちとの討議にも同

席 していた。

彼の語るところ,規 約 ・規則の見直 しはペ ットや駐車

場など問題の処理に関わるだけでな く,集 合分譲住宅に

関わる諸法制度が改正されるごとに重ねられてきた。彼

は 「ホワイ ト・ヒルの常識は世間の非常識 」と時折眩 く

ことがあった。それは規約 ・規則 と法制度 との乖離をつ

ねに反省 している現れであり,そ の 「反省 」を通 じて彼

なりのホワイ ト・ヒルにおける 「主体 」が形成 されてい

ると考えられた。法制度との調整 を意識づけられ るのも

官僚制組織の特徴である。この点か らも彼 らの自己像=

主体像には官僚制が埋め込まれていることが うかがえる。

だが,彼 らがなぜそれを 「コミュニティ 」と呼び,無 償

労働をお互いさまと許容 しつづけるのだろうか。

3.3コ ミュニティという 「神話 」

お互い さまとい う感覚は どこから来るので しょうか一

彼 らの答えは官僚制などの組織論にもとつくものではな

かった。 「ホワイ ト・ヒルまつ りとサー クル活動で しょ

う」。このや り取 りもまた幾度か繰 り返 された。まっ り

とは入居完了の翌1981年 か ら現在 も続 く団地を挙げたイ

ベン トである。そ して,こ のイベン トが33を 数えるサー

クル活動によって彩 られる。まつ りとサークル とは不可

分であ り,社 会資本整備審議会でもホワイ ト・ヒルにお

ける 「コミュニティ形成 」の源泉として紹介されている。

入居までは互いに見知らず,入 居後 も通勤や買い物の

際に挨拶 しようにもできない人びとが,サ ークル活動 と

その集大成であるまつ りを通 じ情緒的経験を分かち合 う。

サークルは大規模になると会員が100名 を超え,ま つ り

には毎年1万 人以上が来場する。そ うしたサークルやま

つ りでの共感が基盤 となって,た またま管理組合の役員

に選ばれ相会 した としても合意形成が円滑に図られる一

彼 らの図式は明快である。特にホワイ ト・ヒルでは分譲

当初か ら木工室や陶芸窯,テ ニスコー トなどが整備 され

ていた。また現在,管 理の良好 さのシンボル と見なされ

ている広大な緑地もサークル活動の場になっていた 注2)。

したがって 「共感の形成→合意形成の円滑化 」とい う図

式は設計 ・制御可能であるようにさえ感 じられる。

だが特異例 としてホワイ ト・ヒルを無視する立場(市



場モデル)も あり文16),さ らに倉沢調査で もまつ りやサ

ークル(調 査当時25)は 居住者間の相互認知度 を高め 「

下位文化 」の形成に寄与 しているものの,逆 に同質的な

狭い人間関係に囲い込み総体としての連帯を促すものに

はならないと結論づけられていた文21)。では,な ぜ,団

地内部ではまつ りやサークルが鍵だとされ,自 らの自治

モデルの基盤 と見なされているのだろ うか。

それは,た んに倉沢調査の知見や市場モデルの存在を

知 らないがゆえではなかった。2013年1月,規 約 ・規則

集 を編集 した規約 ・規則担当(長 期事業計画部会)の2

人の専門部員 と話 し合った。1人 はあのE氏 であり,も

う1人 は元大手銀行員(以 下B氏)だ った。彼 は退職の

年(2000年)に 創設されたマンション管理士の資格をと

り,以 来,現 在までマンション管理士会連合会の事務局

長を務めている。それまで役員に当たることもなく管理

組合にも無関心だったが資格取得を機 に注意が向くよ う

になった。そのB氏 が専門部員 として規約 ・規則の改訂

に積極的に関与す るきっかけが2003年 度の総会だった。

その総会はいつにな く紛糾 した。それまで当然のよ う

に承認 されてきたある支出に疑義が出されたからだった。

その支出は,ま つ り開催費を支弁 しサークル活動費を補

助する 「自治活動費 」(年 間約600万 円)で あった。 さ

らに疑義を呈 したのは管理組合の現職監事だった。彼は

弁護士でもありその特別意見書は多くの居住者 に信愚性

を与えるものだった。特別意見書には理事会提案を覆す

実効力はなく総会は閉 じられたものの,そ の後,理 事会

に一般の居住者からの問合せが相次いだ。結果 として理

事会 ・専門部会でも討議を続 けざるをえなくな り,そ の

模様は季刊の広報誌上で逐一報告 された。

特別意見書の論理は次のようなものだった。集合分譲

住宅の所有者は法的には全員で 自動的に住宅管理団体 と

して管理組合を構成 し,互 いに共同の利益に反 しないこ

とが求められる(法 第3条)。 このため法学 ・法務の現

場では,早 くから管理組合 と自治会 ・町内会 との区別が

唱えられていた。 とりわけ2000年 代に入ると,管 理組合

が所有者から強制的に徴収する管理費か ら自治会費を支

出する違法性を確認する訴訟が相次いだ 注3)。特別意見

書も基本的にこうした訴訟の系列に連なっていた。

このような疑義に反発 したのが今回話を聞いた2人 だ

った。 「人間暮 らしているとどうしたって コミュニティ

っていうのは必要なわけです。そのコミュニティを法律

上で許 さないのか 」。一たしかに管理組合における親睦

ない しコミュニティの形成の重要性 もまた早 くか ら認識

されてもいた。 さらに2004年,「 コミュニティ条項 」と

して標準管理規約に書き込まれた(1.2)。

彼 らが 「自治活動費 」をめぐる紛糾 に拘ったのは,こ

の標準管理規約における 「コミュニティ条項 」が国検討

会で撤廃が議論 されていたからでもあった(1.3)。 「3.

11が起きたために,は っきり言って都市部 においてもマ

ンシ ョンだったらコミュニティってい うのは必須になっ

てしまっているわけです。だから,こ れを否定す るよう

な規約だなんだかんだってやるのは,悪 いけども時代に

逆行 しているのもいいところ 」。彼 らはこう批判 した。

私たちが検討会の議論を知ったのは実のところ彼 らの

異議 申立てに接 したのがきっかけであった。この時の討

議で私たちは自治モデルに代わる主体像を構想 しかつ共

有す るには至らなかった。その共有の鍵は彼 らの主張の

背後にある苛立ちにあるように思われた。

まず検討会の議事録に 目を通 した(1.3)。 さらに国土

交通省担当者に会議の動向を聞き,会 議に出席 していた

マンシ ョン管理業協会や都の担当者などと討議を重ねた。

その間深まっていった思考が1.と2.に 他ならない。検討

会では集合分譲住宅をめぐり2つ の主体像の二者択一が

迫 られていた(1.3)。 これに対 し居住資本主義論でも日

本の位置づけは曖昧であった(2.2)。 自治モデルの典型

と見なされ るホワイ ト・ヒル もかつて市場モデルで構想

されていた時期があった(3.1)。 また当事者が自己認識

している自治モデルにも,官 僚制とインフォーマルな関

係が組み込まれていた(3.2)。

こうした主体像をめぐる錯綜を整合的に解釈す るには,

集合分譲住宅における主体像は眼差す位置で異なって見

える多面体 として歴史的に構成 されてお り,ど ちらかの

見え方を強 く主張するのには立場性が関わっていると考

えられる。たとえば検討会では民間企業である開発業者

や管理業者が自治モデルを支持 していた(1.3,表1-2)。

だが自治モデルには,管 理に要する相当な無償労働 を居

住者に課 し,し かも自発的に受け入れ させ る効果があっ

た(3.2)。 この論理は開発 ・管理業者が自治モデルを主

張す る立場性一企業 として社会的に非難 されない程度に

利潤を最大化する立場性を介す ると納得できる。

このような立場性にもとつ く没歴史的かっ二者択一的

な語 り方は 「神話 」と呼ばれる文26)。ホワイ ト・ヒルに

おける自治モデルの語 り方もそ うした 「神話 」の1つ に

他ならない。では,そ れは どのように成立 してきたのだ

ろ うか。そ こで管理組合広報誌のバ ックナンバーを入手

し,当 事者による回顧によるのではなく,過 去 どのよう

な自己認識があ りどう変化 していったかを探った。

3.4神 話の向こう側へ

広報誌の検証を通 じ1人 の人物が気にかかった。彼は

草創期の組合理事長だった。立候補であったせいか組織

化にも熱心で,専 門部員制度を創設 したのも彼だった。

彼はまつ りの立上げメンバーの1人 で もあ り複数のサー

クルに関わっていた。 自治モデルとしてホワイ ト・ヒル

が語 られる際に必ず言及される緑地維持管理サークルの

発起人でもあった。また広報誌の制作にも長く携わ り,



居住者からの投書を募って駐車場や騒音など解決すべき

課題を掘 り起こす手法も彼が編集を主導 した時期に確立

されていた。編集の一線から退いた後も緑に関すること

など種々の投稿を広報誌に寄せていた。

気にかかったのはそ うした投稿がある時期を境に途切

れたからだった。30年 分通読すると忘れた頃に再び寄稿

する人物がいた。それに対 し継続的に執筆 していた彼の

姿が2000年 代後半以降まったく見 られな くなったのだっ

た。広報誌をたどるうち彼が規約 ・規則担当のE氏 と親

密 な人物であることにも気づかされた。2014年5月,4

度 目となる討議の場で彼のことを尋ねてみた。

「Aさ んは引っ越 して しまったんですよ。 ここにいら

れなくなって しまって 」。雄弁に草創期に活躍 した人び

との想い出話を語 るE氏 の表情が曇った。 「コミュニテ

ィ条項 」が問題化 した2003年 前後,管 理組合は別の問題

でも揺れていた。疑義が出されたのは 「自治活動費 」だ

けではなかった。広報誌の編集 ・印刷費など様々な費 目

が槍玉に挙げられた。た しかに編集 ・印刷費についても

誌上で善後策を講ずる説明がなされていた。

「管理組合の乗っ取ろうとする人たちがお りま してね。

今までのや り方にあれこれ言いがか りをつけて。 自分た

ちの仕事に しようとしてたんだな。ちょうど定年退職者

がた くさん出た頃で。 しっか り報酬を取って専業でやろ

うとしたんだな。でも結局,今 までどお りや ろうとい う

ことになって。ただAさ んはお金のことに直接関わって

いたから,い づ らくなったんで しょうな 」。

つまり 「コミュニティ条項 」問題化の背後では,市 場

モデルにもとつ く専業化が提起 されていたのである。そ

のように市場モデルが提起 されることで,あ るべき管理

方式 とその前提にある主体像が反省 された。結果 として

選び取 られたのが,現 在見られるよ うなインフォーマル

な関係を組み込んだ官僚制であった。 さらに,そ うした

事後的に確認された主体像が,あ たかもそれまで長 く蓄

積 されてきた 自治モデル として語 られているのである。

しかもその時,ま さにそ うした自治モデルを発案 し実

現 し体現していた人物が追われるよ うに退いていた。一

「そんな話,知 らなかったなあ」。傍 らでE氏 の回顧を

聞いていたB氏 が驚きの声を上げた。彼をはじめ現在,

管理組合に深 く関与する多くは,自 ら体験 した出来事の

ように語 るまつ りやサークルの草創から積み上げられて

きた過程を,現 実には経験 していなかった。それは公式

見解一 「神話 」として語 られるものに過ぎず,過 去 と現

在の間に横たわる断絶は語 られないままであった。

断絶 とは 「官僚制 」の有無である。2000年 代前半,専

門家による管理を求める運動 と草創期か らの自治モデル

の体現者の双方が退場 し,入 れ替わるように進 められた

のが規約 ・規則の見直 しとその公開であった。それによ

り,構 成員=所 有者/居 住者の異議 申立てをいつでも受

け入れ,だ からこそ参加 と合意を踏まえた運営がなされ

ているという前提が創 り出された。 しかしそれはあくま

で創 り出された前提であ り,で はなぜ他ではなくそ うし

た組織を採用するのか納得できるように示す必要がある。

それが 「草創以来,ま つ りやサークルが基盤 となって う

まくやれてきた 」とい う成功体験を提示 し広 く共有を図

ることだったのではないか。

広報誌を繰 ると80年 代か ら90年代にかけ駐車 ・駐輪場

不足,騒 音,ペ ッ ト,緑 地の荒廃,高 齢化,防 災など様

々な問題が感受され管理組合に提起 されていたことがわ

かる(表3-2)。 現在ではこのうち駐車場不足や緑地維持

管理な どが課題解決の具体例 として語 られている。だが

騒音,高 齢化,防 災など依然 として解決 されていない課

題 も少なくない。 しかも,あ えて言 うなら,駐 車場不足

や緑地維持管理などが 「解決 」されたのは90年 代であ り,

規約 ・規則の整備 と公開が進む2000年 代前半以降は 目立

ったブ レイクスルーは見られない。そ うした 目立たな さ

こそが 「官僚制 」の特質とも言えるが,だ か らこそ一層,

成功体験を明示する必要が高まる。

私たちはB氏 に尋ねた。 「コミュニテ ィ形成が良好な

管理の基盤だとい うことですが,ご 自身のようにまつ り

やサークルに御縁のない方もなぜ管理組合で うまくやれ

るので しょうか 」。一 「宿題にさせて下さい 」。

1週 間後,私 たちが企画 したシンポジウムの場で彼は

こ う答えた。 「今 日は先生方からの宿題の答えを持って

まい りま した。 なぜホワイ ト・ヒルはうまくやれ るのか

と。まつ りやサークル も大事であることは間違いないで

すが,私 たちがよく似た性質をもっているか らじゃない

かと考えるようになりました。 どう似ているかとい うと,

みな大きな組織で働いてきたんですね。命令することに

も命令され ることにも慣れている。あれ これ世間も見て

いるか ら中庸っていうこともわかっている。だからうま

く行 くん じゃないか。そ う思 うようになりま した 」。

ここでは 「世間を見なが らの大規模組織での労働 」と

い うかたちで,「 インフォーマルな関係を組み込んだ官

僚制 」がホワイ ト・ヒルの新たな自己認識 として提示 さ

れている。それは,イ ンフォーマルな関係 を持続 させる

仕組みを通 じ,在 住所有者が 「集合的な自力供給 」の主

体 として専門化 しうるものであ り(3.2),そ れにより市

場モデル と自治モデルの媒介を可能にす るものであった。

このようにホワイ ト・ヒルの自己認識が更新 されると,

どちらかのモデルで捉 えようとするために見えにくくな

ってきた問題が展望できるようになる。たとえば管理組

合では組織の高齢化が深刻な問題 として意識 されている。

緑地の維持管理を担 うのも気づけば高齢者ばかりになっ

ていた。大学のボランティアサークルが手伝いに来ても

若い居住者は支援 しない。これに対 し 「官僚制 」とい う

補助線を引くと,こ の団地の諸組織には 「官僚制 」に順
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応 した主体以外は参与 しづ らいのではないかと,高 齢化

以外の要因が見えるようになる。

日本株式会社の黄昏か ら四半世紀を経て,雇 用の流動

化は性別や年齢を問わず幅広くしかも個別に浸透 してい

る。そうした人びとにとって 「官僚制 」は敵視の対象に

さえなっている。直近の討議の際,「 ここにはコミュニ

ティなんかありませんよ 」と語る男性 に初めて出逢った。

彼 は中小企業で営業職か ら社長まで昇 り詰めた人物では

あったが,大 企業出身 ・在籍者が多い管理組合やサーク

ルにはなじめないようだった。こうした居住者は決 して

少なくない。高齢化を嘆き諦 める前に 「官僚制 」になじ

まない人びとの参与を促す途が残 されている。

4.総 括

現代 日本の集合分譲住宅は自治モデル と市場モデル,

すなわち居住者=所 有者は住宅管理の主体か客体かとい

う二分法で語 られやすい。 しか し現実には,2つ のモデ

ルはインフォーマルな関係を組み込んだ官僚制 によって

媒介 され,住 宅管理の客体であった居住者=所 有者が組

織的に主体化 し集合的な自力供給を実現するケースが見

られた。その背景には,(1)戦 後 日本における企業社会

化(日 本株式会社の成立),(2)集 合的な自力供給の制

度的な保証といった 日本固有の歴史的な文脈があり,組

織的な主体化は多くの現場で観察できる可能性が高い。

こうした組織的な主体化の現実は 「コミュニティ(形

成)」 と語られやすいが,「 日本株式会社的なもの 」と

語 り直せ ることが当事者 レベルでも確認 された。そのよ

うな認識の更新は,住 宅管理の今 日的課題の再定義を可

能にする。すなわち,イ ンフォーマルな関係を組み込ん

だ官僚制の意識的な導入により(1)一 定範囲の居住者=

所有者の組織的な主体化は依然,可 能である。 しかしそ

れは逆に(2)労 働における排除を集合住宅管理でも再生

産 し,居 住者=所 有者の一定範囲の排除をもたらす。

このような排除と対立の構図を乗 り越えるには,(3)

住宅管理以外の場に見 られ る散発的なブ レイ クスルーを

積極的に参照 し試行錯誤を進 める必要がある。た とえば

労働の現場では,労 働をめぐる世界的な構造調整への対

応 として,(a)資 本 ・経営 ・労働の一体化を目標 とす る

「社会的企業 」の試み 文27)は,集 合住宅の自力供給での

コーポラティブ方式や 自主管理に相当する。また(b)非

正規や女性労働者などを組織化 し経営側や政府 との交渉

主体 となることを目指す 「ユニオニズム 」文28)は,管 理

組合や管理会社,管 理士の組織のみが交渉主体にとどま

る現代 日本の集合住宅管理でも参照すべきであろう。

<注>

1)ボ ラ ン タ リー ・セ ク ター は 「ボ ラ ン テ ィ ア 」に 限 ら

ず 広 く非 営 利 セ ク タ ー 一 般 を 指 して い る。

2)緑 地 の維 持 管 理 は1980年 代 後 半 か ら問題 化 し専 門 家

を交 え た 討 議 が 数 年 間続 け られ,居 住 者 か らな る維

持 管 理 組 織 が 結 成 され た 。

3)2007年 最 高 裁 判 決 が 判 例 と して確 定 し た。
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